
 ごみの分別と出し方

 日本語版



燃えるごみ
出す日
 ●□曜日
 ●□曜日

ルール
 ●中が見えるビニール袋に入れる

出せるもの（例）
・生ごみ（台所から出たご食べ物など）    ・プラスチック類

   〇水気を切ってから出す
・リサイクルできない紙（加工されたり、汚れや匂いのついた紙など）

伝票など(カーボン紙） レシート(感熱紙)   シール   油の付いた紙   写真(印画紙)

     紙コップや紙皿(防水加工紙) 匂いのついた紙   油紙    使用済みのティッシュ など    

 ※容器類は、空にして出す。

・ゴム・革製品 ※金属部は不燃ごみで出す

  くつ    ベルト   バッグ

・木の枝、草など
〇直径15cm以下 ●草や落ち葉は、中身が見える
〇長さ50㎝以下  袋に入れて出す
※長さ50㎝を超え、2m以下

 のものは「燃える粗大ごみ」

  ひもで縛る  で出す



燃やさないごみ・燃えないごみ（リサイクル）
出す日
 ●第○□曜日
 ●第○□曜日

ルール
 ●それぞれ、別々の透明なビニール袋に入れる

出せるもの（例）
 ・ペットボトル

 〇キャップとラベルは外して水洗いする

 〇外したキャップとラベルは「燃えるごみ」へ

 ・缶
  〇飲み物や食べ物が入っていた缶

  〇お茶や缶詰の缶

出し方の注意
〇ボトル缶はキャップを付ける
〇中身は空にして水洗いする

 ・ビン
  〇飲み物や食べ物、調味料が入っていたビン

出し方の注意
〇その他のビンは「ガラス類」で出す
〇金属製のキャップは「金属類」で出す
〇プラスチック製のキャップは「燃えるごみ」で出す
〇中身は空にして水洗いする



 ・電気製品
  ※注意事項 
   次のものは出せません。会社の人に相談してください。
  ×テレビ
  ×洗濯機
  ×衣類乾燥機
  ×エアコン
  ×冷蔵庫・冷凍庫
 ◎電池について
  〇乾電池は水銀が含まれているので「有害ごみ」で出す
  〇充電式電池は出せません。会社の人に相談してください。

 ・金属類
  〇飲み物・食べ物以外の缶
  〇その他の金属類
  〇他の素材と一体となっている物（ハンガー・ハンマーなど）

 ・陶磁器

 ・アルミ製品

 ・ガラス製品
  〇飲み物・食べ物以外のビン（薬品・化粧ビンなど）
  〇ガラス製のコップ・電球などのガラス製品
  〇板ガラス

 ※注意
 蛍光管は水銀が含まれるので
 「有害ごみ」で出す



 ・危険な物の出し方（収集業者がケガをしないよう注意しましょう）
  〇スプレー缶

 〇ガスを抜いてから穴を開けて出す

  〇点火器

〇ガスを抜いて出す

  〇包丁

 〇刃の部分を紙で包む

  〇割れたガラス

 〇他のガラス類と分けて出す



紙・衣類（リサイクル）
出す日
 ●第○□曜日

 ・雑誌類

〇ひもで縛る

 ・段ボール

〇ひもで縛る

 ・紙パック（牛乳やジュースなど）

〇中身を空にして水洗いする
〇はさみで切って平らにする
〇ひもで縛る

 ・衣類

 〇ひもで縛るか透明なビニール袋に入れる



 ・その他のリサイクルできる紙類（雑がみ）
この絵の他にもリサイクルできる紙はたくさんあります。

〇紙以外のビニールや金属類は取り外す

  〇紙袋に入れて、ひもで縛って出す

注意！ 次のような加工されたり汚れた紙はリサイクルできません。
   「燃えるごみ」で出す

  伝票などのカーボン紙 レシートなどの感熱紙 シール

 油や食べ物が付いている紙  写真（印画紙） 紙コップや紙皿など防水加工された紙

 ※カップ麺は容器もフタも出せない

においが付いてる洗剤や線香などの箱  油紙



燃える粗大ごみ

出す日
 ●第○□曜日

出せるもの（例）
・木製の家具

・カーペットなどの敷物

〇丸めてひもで縛る

・ふとん

〇たたんでひもで縛る

・大きな枝など

〇直径：15㎝以内
〇長さ：2m以内



有害ごみ（水銀や鉛などの有害物質が含まれるもの）

出す日
 ●３月と１０月の第○□曜日

ルール
 ●それぞれ、別々の透明なビニール袋に入れる

出せるもの（例）
・乾電池
 ※注意 リチウムイオン電池などの充電式電池は出せません。
     会社の人に相談してください。

・ボタン電池
〇乾電池とボタン電池は、寄居町役場１階のロビーに
 回収ボックスが常時設置してあります。

・蛍光管

  〇袋に入らない棒型蛍光管はひもで束ねて出す

  ※購入した時の箱に入れたり、テープで止めないこと

・鏡


